
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シートクッションの底部に前後方向に向けて両端を固定した一対のレールと、このレール
に前後動可能に支持されるアンダートレイとからなる車両用シートにおいて、
前記レールをワイヤで形成し、その前端側に上向きに折曲した係止部を設け、前記アンダ
ートレイにおける前側に設けたフランジ部より下方に延設する突片には、下向きに切欠し
て前記レールの係止部が係合する切欠部を設けてなる車両用シートのアンダートレイ取付
構造。
【請求項２】
前記アンダートレイの左右側板に、レール上に前後動可能に支持されるフランジ部を延設
し、該フランジ部下方のアンダートレイ外側面にレールを上方に付勢する弾性片をアンダ
ートレイと一体に成形してなる請求項１記載の車両用シートのアンダートレイ取付構造。
【請求項３】
前記弾性片はレールに当接する先端部に対してアンダートレイに一体に止着する基端部方
向に肉厚を厚くして、弾性片にかかる応力を一定にしてなる請求項２記載の車両用シート
のアンダートレイ取付構造。
【請求項４】
前記アンダートレイの弾性片近傍には、アンダートレイを上方に持ち上げた際に、弾性片
にかかる応力集中を防止するストッパを設けてなる請求項２記載の車両用シートのアンダ
ートレイ取付構造。
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【請求項５】
前記アンダートレイの後部外側壁には、アンダートレイを引き出し時にレールを外方に押
し拡げる傾斜面が形成されているガイド片部を設けてなる請求項１記載の車両用シートの
アンダートレイ取付構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は自動車用シート（座席）などの車両用シートのアンダートレイ、詳しくは、シー
トクッション（座部）の下方に格納して、物品の出し入れ時に前方に引き出して使用する
アンダートレイの取付構造に関する。
【０００２】
従来のシートクッションの底部側に取付けるアンダートレイ付のシートは、シートクッシ
ョンのフレームに、断面コ字状の一対のレールを前後方向に開口が向き合うように取付け
、このレールにアンダートレイを前後動可能に支持している（例えば、実開平４ー１３４
４２号公報）。
【０００３】
以上のレールは金属板をコ字状に折曲し、その一部にストッパを設け、このストッパに係
合する板バネをアンダートレイ側に設けて、アンダートレイの前方への移動を規制してい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従って、従来品はレールを断面コ字状に金属板で形成し、板ばねなどの弾性部材をレール
と別体に設ける必要がある。そのため、シートの軽量化が図れないし、また、部品点数が
多く、しかも、シートに対するレールの取付に工数を要する不具合があった。
【０００５】
そこで、本発明は斯様な従来品の不具合を除去することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
以上の目的を達成するための本発明に係る車両用シートのアンダートレイ取付構造は、前
記レールをワイヤで形成し、その前端側に上向きに折曲した係止部を設け、前記アンダー
トレイにおける前側に設けたフランジ部より下方に延設する突片には、下向きに切欠して
前記レールの係止部が係合する切欠部を設けてなるものである。
【０００７】
従って、レールがワイヤ製であるため、ワイヤの弾力を利用してアンダートレイをレール
に係合させてアンダートレイの前方への移動を規制し、且つ、係合状態のアンダートレイ
をレールから引き出し得るようにしている。
【０００８】
好ましくは、アンダートレイの左右側板に、レール上に前後動可能に支持されるフランジ
部を延設し、該フランジ部下方のアンダートレイ外側面にレールを上方に付勢する弾性片
をアンダートレイと一体に成形することにより、レールに係合状態のアンダートレイのガ
タの発生を防止し得る。
【０００９】
更に、前記弾性片を、そのレールに当接する先端部に対してアンダートレイに一体に止着
する基端部方向に肉厚を厚くして、弾性片にかかる応力を一定にしてなることにより、弾
性片をアンダートレイと共に合成樹脂で一体成形した場合に、使用による弾性片の破損を
防止し得る。
【００１０】
また、前記アンダートレイの弾性片近傍に、アンダートレイを上方に持ち上げた際に、弾
性片にかかる応力集中を防止するストッパを設けることにより、弾性片の破損を防止でき
る。
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【００１１】
加えて、前記アンダートレイの後部外側壁には、アンダートレイを引き出し時にレールを
外方に押し拡げる傾斜面が形成されているガイド片部を設けることにより、アンダートレ
イがレールから引き出した後、容易にレールから取り外すことができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の一形態を、図面に基づいて説明する。
図１はアンダートレイ（１）がシートクッション（ＳＣ）の下方に格納している状態を示
し、アンダートレイ（１）がワイヤ製のレール（２）に支持され、レール（２）はシート
クッション（ＳＣ）の底部を構成するパン型フレーム（３）の外底面に前後両端が固定さ
れている。
【００１３】
アンダートレイ（１）及びレール（２）（２）は、図６に示すように構成されている。
【００１４】
アンダートレイ（１）は合成樹脂で、上部解放状の箱体状に成形され、図中（１Ａ）は底
板、（１Ｂ）（１Ｂ）は側板、（１Ｃ）は前板を各々示し、開口縁に沿って外方に直角状
に折曲するフランジ部（１３）が設けてあり、この左右のフランジ部（１３）（１３）が
レール（２）（２）に支持される。
【００１５】
そして、前板（１Ｃ）のフランジ部から下方に向けて操作片（１０）が延設され、この操
作片（１０）と前板（１Ｃ）との間に指先をさし入れて引くことにより、アンダートレイ
（１）がレール（２）（２）から引き出され、また、操作片（１０）を上方に持ち上げる
ことにより、格納状態のアンダートレイ（１）のレール（２）に対する係合状態が解除で
きるように構成されている。
【００１６】
アンダートレイ（１）の左右の側板（１Ｂ）（１Ｂ）側における前側に有するフランジ部
（１３）（１３）には、下向きに突片（１１）が延設され、この突片（１１）に切欠部（
１１Ａ）が開口を下向きにして設けてある。
【００１７】
また、左右の側板（１Ｂ）（１Ｂ）側のフランジ部（１３）（１３）後部には、アンダー
トレイ（１）の前後動方向に対して後辺側を傾斜状にし、前辺を直交状にした抜止片（１
２）が下方に向けて突設されている。
【００１８】
更に、アンダートレイ（１）の左右の側板（１Ｂ）（１Ｂ）外側面には、弾性片（５）、
ストッパ（６）、ガイド片部（７）が一体成形されている。
【００１９】
弾性片（５）は、図５に示すように、弾性部（５０）と、この弾性部（５０）と一体で側
板（１Ｂ）に一体成形されている固定部（５１）とから構成されている。
【００２０】
弾性部（５０）は、図３に示すように先端部（５０Ａ）にレール（２）の段部（２０）が
収容できるように凹溝（５０Ａ′）が形成されている。
【００２１】
そして、弾性片（５）の弾性部（５０）は、先端部（５０Ａ）から基端部（５０Ｂ）方向
に図５に示すように肉厚を徐々に厚く形成して、先端部（５０Ａ）に加わる応力集中を防
止している。
【００２２】
ストッパ（６）は図示するが如く、山形状に左右の側板（１Ｂ）外面に一体成形されてお
り、アンダートレイ（１）を上方に持ち上げた際に、図５に示すように、レール（２）に
突き当たり、レール（２）に突き当たる弾性片（５）の所定以上の弾性変形を規制して、
弾性片（５）の破損を防止している。
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【００２３】
ガイド片部（７）（７）は、左右の側板（１Ｂ）（１Ｂ）は、図１に示すように、下方に
傾斜する切り起こし状の弾性突起片（７０）で、アンダートレイ（１）をレール（２）か
ら引き出す際に、鎖線に示すようにレール（２）によって変形し、レール（２）から容易
にアンダートレイ（１）を取り外すことができるように構成されている。
【００２４】
レール（２）は剛線で図６に示すように、パン型フレーム（３）の底面に両端が固定され
、前側には上向きに折曲する折曲部（２１）が設けてあり、この折曲部（２１）の下端の
角部を係止部（２１Ａ）とし、係止部（２１Ａ）が図１に示すように、アンダートレイ（
１）の格納状態において切欠部（１１Ａ）に係合している。
【００２５】
従って、切欠部（１１Ａ）にレール（２）の係止部（２１Ａ）が係合すると、図１に示す
ように、アンダートレイ（１）の格納状態における前方移動は規制される。
【００２６】
そして、このレール（２）の係止部（２１Ａ）が切欠部（１１Ａ）に係合状態において、
前記弾性片（５）に対応する位置には、下向きに凸設する段部（２０）がレール（２）に
形成され、この段部（２０）が弾性片（５）の先端部（５０Ａ）内に配置するようにして
いる。
【００２７】
好ましくは、弾性片（５）の弾力によって弾性片がレール（２）の段部（２０）に弾接し
て格納状態のアンダートレイ（１）にガタが生じないようにするのが好ましい。
【００２８】
図中（２２）（２３）は、レール（２）の両端に設けて、フレーム（３）に固定されるレ
ール（２）の端末を示す。
【００２９】
次に、アンダートレイ（１）の操作を説明すると、図１のアンダートレイ（１）の格納状
態において、アンダートレイ（１）はレール（２）に支持され、前述の如く、係止部（２
１Ａ）が切欠部（１１Ａ）に係合しているため、左右のレール（２）（２）は係合個所で
略線径分外方に拡がる。そのため、左右のレール（２）（２）の係止部（２１Ａ）の復元
力によってアンダートレイ（１）を挟持し、車両の前後方向の振動等によって前方に引き
出されることがない。
【００３０】
アンダートレイ（１）の操作片（１０）を指先で上方に持ち上げると、係止部（２１Ａ）
に対する切欠部（１１Ａ）の係合状態が解除される。そのため、アンダートレイ（１）が
引き出せる状態になる。
【００３１】
そこで、アンダートレイ（１）を引くと、アンダートレイ（１）はフランジ部（１３）が
レール（２）（２）に沿って摺動して前方に引き出される。
【００３２】
以上のアンダートレイ（１）の引き出し時、或いは、係止部（２１）に対する係合状態を
解除する際など、アンダートレイ（１）を上方に持ち上げた際、前述の如く、ストッパ（
６）がレール（２）に突き当たり、弾性片（５）の弾性変形を一定に規制できるため、弾
性片（５）の破損を防止できる。
【００３３】
更にアンダートレイ（１）を引くと、図２に示すように、レール（２）の係止部（２１Ａ
）に抜止片（１２）が突き当たるため、アンダートレイ（１）の引き出しは規制され、ア
ンダートレイ（１）の開口部の大部分がシートクッション（ＳＣ）の前方に露出する。こ
の状態がアンダートレイ（１）内の物品の出し入れを行う状態である。
【００３４】
そして、アンダートレイ（１）をレール（２）から取り外す際には、アンダートレイ（１
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）を上方に持ち上げると、レール（２）の係止部（２１Ａ）から抜止部（１２）が外れ、
更に、アンダートレイ（１）を引くと、ガイド片部（７）がレール（２）によってアンダ
ートレイ（１）の内方に凹むため、アンダートレイ（１）がレール（２）から容易に取り
外すことができる。
【００３５】
レール（２）から取り外したアンダートレイ（１）をレール（２）に装着するには、アン
ダートレイ（１）の左右のフランジ部（１３）（１３）をレール（２）（２）上に載置し
て押し込むことにより、図１の格納状態となる。
【００３６】
【発明の効果】
本発明によれば、ワイヤ製のレールを使用し、板バネなどの別部品を全く使用しないため
、構造が簡単で軽量化を図ることができる。また、レールが弾性を有するため、アンダー
トレイの取付状態が良好になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る構造の側面図である。
【図２】図１の状態からアンダートレイを引き出した状態を示す。
【図３】図１のＩＩＩーＩＩＩ線断面図である。
【図４】図２のＩＶーＩＶ線断面図である。
【図５】アンダートレイの弾性片、ストッパの斜視図である。
【図６】分解斜視図である。
【符号の説明】
１　　　アンダートレイ
２　　　レール
１１　　　アンダートレイの突片
１１Ａ　　　アンダートレイの切欠部
１３　　　フランジ部
２１Ａ　　　レールの係止部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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